
大規模災害発生時の対応マニュアル 

 

大規模災害および緊急避難指示、一斉アラート発生時、児童及び保護者は以下のように対応をしてください。 

【災害発生時等の対応】 

登
校
前 

○ 児童を自宅に待機させ、登校させない。 

○ 保護者は、児童と共に行動する。 

 

登
校
中 

○ 児童は安全な場所に避難する。地震の場合は頭部を守る。（塀やガラス窓から離れる） 

○ 児童は、学校に近いときは学校に向かう。自宅に近いときは自宅へ向かう。コミセンに近

いときはコミセンに向かう。家が留守の児童は、自宅近くの登校班員の家に避難する。 

※ 登校時、児童は原則登校班で行動する。 

○ 保護者は、通学路を通り、通学路上や、コミセン、学校で児童を保護する。 

○ 学校に到着している児童は、学校職員が安全を確保する。 

在
校
中 

○ 児童は学校職員の誘導等に従い、安全な場所に避難する。 

○ 保護者は学校へ行き、児童を引き取る。 

○ 児童は、保護者が迎えに来るまで学校で待機する。 

【地震の場合】 

○ 原則として震度５弱以下の場合、学校職員引率のもとで、町別ごとに集団下校をする。 

学童に通っている児童は、原則、学童に向かう。 

○ 震度５強以上の場合は、保護者が学校に児童を引き取りに来る。 

下
校
中 

○ 児童は、学校に近いときは、学校に向かう。自宅に近いときは自宅へ向かう。コミセンに

近いときはコミセンに向かう。 

○ 保護者は、通学路を通り、通学路上や、コミセン、学校で児童を保護する。 

※児童を引き取りに来る場合は混雑が予想されますので、原則 徒歩での引き取りにご協力ください。

緊急車両等、車の進入口は安全確保のため東校門から入り、西校門から出るという一方通行でお願い

します。 

 

【災害や事故による休業や学校行事中止等の連絡】 

前日に連絡できる場合 急に当日の連絡になる場合 学校から連絡ができない場合 

○ 学校からお知らせの

便りを配付する。 

○ ホームページ、松川

安心安全メールでも

知らせる。 

 

○ ホームページ、松川安心

安全メールで知らせる。 

○ メール受信できない家庭

には、電話連絡する。 

○ メールや電話が不可能な

場合は災害伝言ダイヤル 

１７１を利用する。 

○ 学校から連絡できない場合は、原

則、休校とする。 

○ 学校の玄関に告知板を出す。 

○ ホームページ、松川安心安全メール

災害伝言ダイヤル１７１を利用す

る。 
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